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　滞納処分のひとつとして、平成21年よりインターネットを

利用した公売を実施しています。

　ヤフーオークション（官公庁オークション）で全国へ情報

を提供することで、通常の公売より換価率     （落札価格を見積
かんかりつ

価格で除した割合）が高くなるのが特徴です。町では、これ

までに21回実施し、328件110万円余りを税金に充てました。

今後も継続して行い、滞納整理に努めていきます。
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　特別な事情で納期限までに納められないときは、財務課税

務係までご相談ください。
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　預金口座から町税等を自動的に納付する方法です。一
度手続すると、翌年度以降分も自動的に継続され、納期
のたびに金融機関等へ行く必要がなくなります。

[取扱金融機関]

北海道銀行羽幌支店 / 留萌信用金庫羽幌支店 / 羽幌郵便局

　平成24年度より全国のコンビニエンスストアで
も納税できるようになりました。営業時間内であ
れば土、日、祝日、夜間でも納付できます。

[利用できるコンビニエンスストア]

セイコーマート・セブンーイレブン・ローソンなど
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　納税の公平性を確保するため、滞納者に対して「町営住宅

の新規入居を制限」「国民健康保険証の有効期間短縮」などの

制限を加えています。　
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　平成24年度の町税収納額は6億9,867万円余りで、収納率は98.2％です。ほとんどの納税者のみなさんが年度内に納

めていただいているなか、毎年約2％の滞納が積み重なりその総額は3,959万円余りとなっています。

　町では、納期内納税をいただいている9割以上の町民のみなさんとの公平性を確保するため、滞納者には財産差押え

などの滞納処分を行い、強制的に税金を徴収しています。

�������	
��

��
��

��
�

��

��


